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自
衛
官
募
集
の
説
明
会

　

自
衛
官
募
集
説
明
会
を
、
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。
時
間
内
に

お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
担
当
者
が

説
明
し
ま
す
。

■
開
催
場
所
・
日
時

・
久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー

　

６
月
17
日
㈯ 

午
後
１
時
～
５
時

・
橘
総
合
セ
ン
タ
ー

　

７
月
１
日
㈯ 

午
後
１
時
～
５
時

・
大
島
文
化
セ
ン
タ
ー
　

　
７
月
15
日
㈯ 

午
後
１
時
～
５
時

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部　

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

自
衛
官
候
補
生
募
集

■
応
募
資
格

　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
子

（
日
本
国
籍
所
有
者
）

■
受
付
期
間　

　

8
月
21
日
㈪
ま
で

■
試
験
期
日

　

第
1
回　

６
月
24
日
㈯

　

第
2
回　

7
月
29
日
㈯

　

第
3
回　

8
月
27
日
㈰

■
入
隊
時
期

　

８
月
後
半
か
ら
9
月
後
半（
予
定
）

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部　

　

柳
井
地
域
事
務
所

お知らせ６月

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

司
法
書
士
に
よ
る
多
重
債
務
問

題
、
相
続
登
記
等
お
よ
び
空
き

家
問
題
無
料
電
話
相
談
会

■
実
施
日
時 

　

７
月
１
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号 

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
等

の
多
重
債
務
問
題
、
相
続
登
記
な
ど

の
相
続
問
題
、
空
き
家
を
相
続
し
た

が
そ
の
管
理
処
分
に
困
っ
て
い
る
、

近
所
に
空
き
家
が
あ
る
が
管
理
さ
れ

て
お
ら
ず
雑
草
・
悪
臭
等
生
活
環
境

に
悪
影
響
が
出
て
い
る
な
ど
、
空
き

家
問
題
で
お
困
り
の
方
に
手
続
き
の

説
明
や
お
近
く
の
司
法
書
士
事
務
所

の
紹
介
な
ど
、
問
題
解
決
に
向
け
て

の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

  

午
前
中
は
相
談
が
多
い
た
め
、
回

線
が
繋
が
り
に
く
い
場
合
が
ご
ざ

い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
相
談
会
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

相
談
会
担
当 

明
石 

ま
で

☎
０
８
３
（
２
２
７
）
３
２
９
７

訓
練
の
実
施
に
つ
い
て

　

陸
上
自
衛
隊
に
よ
る
活
動
訓
練

が
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
期
間

　

７
月
19
日
㈬
～
20
日
㈭

■
目
的

　

自
然
災
害
発
生
等
に
備
え
た
活

動
訓
練

■
実
施
場
所

　

立
岩
海
岸
（
海
水
浴
場
）
周
辺

■
人
員

　

第
17
普
通
科
連
隊　

約
60
人

■
問
い
合
わ
せ

　

陸
上
自
衛
隊
山
口
駐
屯
地

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
２
２
８
１

（
内
線
２
０
５
）

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
補
助
事
業
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
地
震
災
害
対
策
の
一
つ

と
し
て
、「
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補

助
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
改

修
工
事
に
係
る
費
用
の
３
分
の
２

を
補
助
す
る
制
度
で
、
最
大
で
60
万

円
を
限
度
に
町
が
助
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
」

は
一
般
診
断
法
に
よ
り
建
物
の
構

造
評
点
を
算
出
す
る
も
の
で
、
木

造
住
宅
の
耐
震
改
修
補
助
を
受
け

る
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

本
事
業
は
平
成
17
年
度
か
ら
無

料
で
実
施
し
て
お
り
、
今
年
度
も

引
き
続
き
15
戸
の
調
査
を
予
定
し

て
い
ま
す
が
、
予
定
戸
数
を
超
え

た
場
合
は
、
選
考
に
よ
り
来
年
度

の
調
査
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

耐
震
診
断

■
対
象

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば

耐
震
診
断
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
一
戸
建
て
木
造
住
宅
で
、
在
来

軸
組
工
法
、
伝
統
的
工
法
、
枠
組

壁
工
法
で
建
築
さ
れ
た
も
の

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
も
の

・
１
戸
建
て
の
専
用
住
宅
（
住
宅

部
分
が
50
％
以
上
の
併
用
住
宅
も

含
む
）

・
３
階
建
て
以
下
で
現
に
居
住
し

て
い
る
も
の

■
申
込
方
法

　

各
総
合
支
所
、
出
張
所
に
備
え

て
あ
る
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
役
場
総
務
課
（
大
島
庁
舎
）

ま
た
は
各
総
合
支
所
、
出
張
所
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間

　

６
月
15
日
㈭
～
10
月
31
日
㈫

耐
震
改
修

■
対
象

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば

耐
震
改
修
補
助
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
耐
震
診
断
済
み
の
一
戸
建
て
木

造
住
宅
で
、
上
部
構
造
評
点
が
１
・

０
未
満
の
も
の

・
耐
震
改
修
工
事
に
よ
り
上
部
構

造
評
点
が
０
・
７
以
上
に
向
上
す

る
も
の

・
今
年
度
中
に
改
修
工
事
に
着
手

し
、
完
了
す
る
も
の

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

■
申
請
方
法

　

次
の
書
類
と
印
鑑
を
持
参
し
、

総
務
課
（
大
島
庁
舎
）
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。　

・
対
象
住
宅
の
建
築
年
月
日
が
確

認
で
き
る
書
類
（
固
定
資
産
税
課

税
明
細
書
の
写
し
等
）

・
耐
震
診
断
結
果
報
告
書

・
改
修
後
の
上
部
構
造
評
点
が
確

認
で
き
る
補
強
計
画
書

・
改
修
工
事
費
の
見
積
書
、
内
訳
書

■
問
い
合
わ
せ
　

　

総
務
課　

消
防
防
災
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

お
知
ら
せ

相
談


